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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも表示部を有する第１筐体と、
　少なくとも操作部を有する第２筐体と、
　前記表示部と前記操作部とが同じ方向を向いた状態で、前記第１筐体が前記第２筐体に
対して時計回り方向及び反時計回り方向のいずれの方向にも回動可能に前記第１筐体と前
記第２筐体とを連結する連結部と、
　前記表示部に画像再生画面が表示された状態で前記第１筐体が前記第２筐体に対して時
計回りに回動された場合には第１のアプリケーションを起動し、前記第１筐体が前記第２
筐体に対して反時計回りに回動された場合には第２のアプリケーションを起動する制御手
段と、を有し、
　前記連結部は、前記第１筺体と前記第２筺体とが重ねられた閉状態と、前記重ねられた
閉状態から前記第１筺体が前記第２筺体に対して１８０度回動された開状態との間を回動
可能に前記第１筺体と前記第２筺体とを連結し、
　前記制御手段は、前記画像再生画面が表示された状態で前記閉状態から前記第１筺体が
前記第２筺体に対して時計回りに回動されて前記開状態にされた場合には前記第１のアプ
リケーションを起動し、前記画像再生画面が表示された状態で前記閉状態から前記第１筺
体が前記第２筺体に対して反時計回りに回動されて前記開状態にされた場合には前記第２
のアプリケーションを起動する、ことを特徴とする重ね型携帯端末装置。
【請求項２】
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　前記制御手段は、メールの作成に関するアプリケーションを前記第１のアプリケーショ
ン及び前記第２のアプリケーションのうちの一方として起動する、ことを特徴とする請求
項１に記載の重ね型携帯端末装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記画像再生画面が表示された状態で前記第１筺体が前記第２筺体に
対して回動されて前記閉状態から前記開状態にされると、前記メールの作成に関するアプ
リケーションを起動して前記再生された画像を添付ファイルとするメール作成画面を前記
表示部に表示する、ことを特徴とする請求項２に記載の重ね型携帯端末装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、画像編集に関するアプリケーションを前記第１のアプリケーション及
び前記第２のアプリケーションのうちの一方として起動する、ことを特徴とする請求項１
に記載の重ね型携帯端末装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記画像再生画面が表示された状態で前記第１筺体が前記第２筺体に
対して回動されて前記閉状態から前記開状態にされると、前記画像編集に関するアプリケ
ーションを起動して画像編集画面を前記表示部に表示する、ことを特徴とする請求項４に
記載の重ね型携帯端末装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記閉状態において、前記第１筐体が前記第２筐体に対して時計回り
に回動された場合に前記表示部に前記第１のアプリケーションが起動される旨を示すガイ
ドおよび前記第１筐体が前記第２筐体に対して反時計回りに回動された場合に前記表示部
に前記第２のアプリケーションが起動される旨を示すガイドを共に表示させる、ことを特
徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか一項に記載の重ね型携帯端末装置。
【請求項７】
　少なくとも表示部を有する第１筐体と、
　少なくとも操作部を有する第２筐体と、
　前記表示部と前記操作部とが同じ方向を向いた状態で、前記第１筐体が前記第２筐体に
対して時計回り方向及び反時計回り方向のいずれの方向にも回動可能に前記第１筐体と前
記第２筐体とを連結する連結部と、
　前記表示部に画像再生画面が表示された状態で前記第１筐体が前記第２筐体に対して時
計回りに回動された場合には第１の表示画面を表示し、前記第１筐体が前記第２筐体に対
して反時計回りに回動された場合には第２の表示画面を表示する制御手段と、を有し、
　前記連結部は、前記第１筺体と前記第２筺体とが重ねられた閉状態と、前記重ねられた
閉状態から前記第１筺体が前記第２筺体に対して１８０度回動された開状態との間を回動
可能に前記第１筺体と前記第２筺体とを連結し、
　前記制御手段は、前記画像再生画面が表示された状態で前記閉状態から前記第１筺体が
前記第２筺体に対して時計回りに回動されて前記開状態にされた場合には前記第１の表示
画面を表示し、前記画像再生画面が表示された状態で前記閉状態から前記第１筺体が前記
第２筺体に対して反時計回りに回動されて前記開状態にされた場合には前記第２の表示画
面を表示する、ことを特徴とする重ね型携帯端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話機やＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａ
ｎｔｓ）等の携帯端末装置に関し、詳しくは、互いに重ね合わせ可能に連結された複数の
筐体から構成される重ね型携帯端末装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、２つの筐体を折り畳むことが可能な折り畳み型携帯端末装置として、図１７に示
すような折り畳み型携帯電話機２が一般的に知られている。この折り畳み型携帯電話機２
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は、一方の筐体４の内側面１０に出力情報を表示するＬＣＤ（液晶ディスプレイ）等の表
示面１２及びスピーカー１３が設けられており、他方の筐体６の内側面１４に操作部１６
及びマイク１５が設けられている。
【０００３】
　操作部１６には、表示面１２に表示される項目を選択することができるように、上下左
右の方向に指示することができる十字キー１８、数字や文字を入力することができるテン
キー２０、その他各種のキーを配置することができるようになっている。
【０００４】
　このような折り畳み型携帯電話機２は、それが持つ各種機能を利用したいときにこれら
を選択することができるように、図１８に示すような選択画面２２を表示面１２に表示す
るようになっている。
【０００５】
　しかしながら、図１７に示すような折り畳み型携帯電話機２においては、一方の筐体４
と他方の筐体６が互いに最も接近して折り畳まれているときには、これらが互いに離れる
よう開いてからでなければ表示面１２に表示される画面を見ることができず、折り畳んだ
状態では表示面１２に情報を出力しても閲覧することができないという問題があった。
【０００６】
　このような、表示面１２を閲覧するために折り畳み型携帯電話機２の筐体４と筐体６を
開く手間がかかって煩わしいという問題を解決するために、開いた場合だけでなく、折り
畳んだ状態又はこれに相当する状態にした場合であっても、表示面１２が外側に向くよう
にしたものがある。
【０００７】
　このような携帯端末装置としては、例えば前記特許文献１、特許文献２、及び特許文献
３に記載されているような重ね型携帯端末装置がある。これらの重ね型携帯端末装置は、
連結される２つの筐体を開いた状態では、図１７に示す折り畳み型携帯電話機２の姿勢と
同様に、一方の筐体に設けられている表示面が外側を向いている。
【０００８】
　しかしながら、これら特許文献１ないし特許文献３に記載された重ね型携帯端末装置は
、前記折り畳み型携帯電話機２とは異なり、２つの筐体の連結部で、一方の筐体を１８０
度捻りながら折り畳んで重ねることができる構造になっているので、表示面が外側に向く
ようにして２つの筐体を重ねることができる。
【０００９】
　また、他の従来の重ね型携帯端末装置としては、前記特許文献４に記載されているもの
がある。この従来の重ね型携帯端末装置は、表示面が設けられている一方の筐体と、操作
部が設けられている他方の筐体が、表示面と操作部を同じ方向に向けて重ねた状態で、こ
れらの２つの筐体を貫く方向に設けられた軸により、互いの筐体の端部が連結されている
。　この重ね型携帯端末装置は、一方の筐体が他方の筐体に対し、軸を中心として１８０
°回動する動作により開くことができ、また、表示面が外側に向いたままで２つの筐体を
重ねた状態にしておくことができるので、ユーザーは２つの筐体を開かなくとも表示面に
表示される画面を見ることができるようになっている。
【特許文献１】特開平１１－２１５２１８号公報
【特許文献２】特開２００２－１４１９８４号公報
【特許文献３】特開２００２－１３５３８０号公報
【特許文献４】特開平７－２８８８６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、このような重ね型携帯端末装置は、２つの筐体を開かなくとも表示面に
表示される画面を見ることができるが、操作部による操作が必要となる場合には、結局２
つの筐体の一方を１８０°回動して、閉じた状態から開いた状態にしなければならない。
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【００１１】
　その際、閉じた状態から開いた状態にするための動作は、重ね型携帯端末装置の種類に
より多少は異なるが、いずれも単純な動作であり、その動作以外の複雑な動作をすること
ができない。そのため、開いた状態にするために必ず行う動作でありながら、この動作そ
のもの以外に何等かの機能を付加することが全く考慮されておらず、この点において重ね
型携帯端末装置の操作性を向上することができないという問題点があった。
【００１２】
　また逆に、重ね型携帯端末装置を開いた状態から閉じた状態にする場合にも、この閉じ
る動作そのもの以外に何等かの機能を付加することが全く考慮されておらず、この点にお
いても重ね型携帯端末装置の操作性を向上することができないという問題があった。
【００１３】
　そこで本発明は、上記問題点に鑑みて、開閉動作にその開閉機能以外の機能を付加する
ことにより、その操作性を向上することができるようにした重ね型携帯端末装置を提供す
ることを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するために本発明は、少なくとも表示部を有する第１筐体と、少なくと
も操作部を有する第２筐体と、前記表示部と前記操作部とが同じ方向を向いた状態で、前
記第１筐体が前記第２筐体に対して時計回り方向及び反時計回り方向のいずれの方向にも
回動可能に前記第１筐体と前記第２筐体とを連結する連結部と、前記表示部に画像再生画
面が表示された状態で前記第１筐体が前記第２筐体に対して時計回りに回動された場合に
は第１のアプリケーションを起動し、前記第１筐体が前記第２筐体に対して反時計回りに
回動された場合には第２のアプリケーションを起動する制御手段と、を有することを特徴
とするものである。
【００１５】
　このような重ね型携帯端末装置によれば、第１筐体を第２筐体に対して時計回りに回動
させた場合に表示部に表示される第１の画面と、第１筐体を反時計回りに回動させた場合
に表示部に表示される第２の画面が互いに異なるものとなるようにすることができるため
、開閉動作に様々な機能を付加することができるので、重ね型携帯端末装置の操作性を向
上させることができる。
【００１６】
　また、第１筐体と第２筐体の開閉動作による操作は、テンキーや十字キー等の操作と全
く異なる方法の操作であり、ユーザーはテンキーや十字キー等と明確に区別して操作する
ことができるので、やはり重ね型携帯端末装置の操作性を向上させることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　以上に説明したように、本発明の重ね型携帯端末装置によれば、第１筐体を第２筐体に
対して時計回りに回動させた場合に表示部に表示される第１の画面と、第１筐体を反時計
回りに回動させた場合に表示部に表示される第２の画面が互いに異なるものとなるように
することができるため、開閉動作に様々な機能を付加することができるので、重ね型携帯
端末装置の操作性を向上させることができる。
【００１８】
　このため、第１筐体と第２筐体の開閉動作のみでアプリケーションや画面の選択及び起
動をすることができるので、重ね型携帯端末装置の操作性を向上させることができ、所望
のアプリケーションや画面を起動するための操作を簡略化することができるので便利であ
る。
【００１９】
　また、第１筐体と第２筐体の開閉動作による操作は、テンキーや十字キー等の操作と全
く異なる方法の操作であり、ユーザーはテンキーや十字キー等と明確に区別して操作する
ことができるので、やはり重ね型携帯端末装置の操作性を向上させることができる。



(5) JP 4439566 B2 2010.3.24

10

20

30

40

50

【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明に係る重ね型携帯端末装置の実施の形態について、図面に基づいて具体的
に説明する。
【００２１】
　図１ないし図１６は、本発明の一実施の形態に係る重ね型携帯電話機３０（重ね型携帯
端末装置に相当）について説明するために参照する図である。これらの図に示す重ね型携
帯電話機３０は、前記従来の折り畳み型携帯電話機２と同様の部分には同じ符号を付して
説明し、従来と同様の構成についての重複する説明は省略するものとする。
【００２２】
　この重ね型携帯電話機３０は、図１及び図２に示すように、第１筐体３２と第２筐体３
４で構成され、第１筐体３２と第２筐体３４を貫く方向に軸線を有する連結部３６により
互いの端部が連結されている。
【００２３】
　重ね型携帯電話機３０は、第１筐体３２と第２筐体３４を重ねた状態でも表示面１２を
外側から見ることができるように、第１筐体３２の第２筐体３４と反対側の面に表示部１
１が設けられている。
【００２４】
　第２筐体３４には、従来の折り畳み型携帯電話機２の操作部１６に相当する主操作部１
７が設けられ、さらに第１筐体３２と第２筐体３４を閉じた状態でも操作することができ
るように、第１筐体３２及び第２筐体３４のそれぞれの側面３８，４０には、補助的操作
部としてのサイドキー４２と３方向レバー４４が設けられている。
【００２５】
　また、第１筐体３２の表示部１１が配置された面には、連結部３６と反対側の端部にス
ピーカー１３が設けられ、第２筐体３４の主操作部１７が配置された面には、連結部３６
と反対側の端部にマイク１５が設けられている。
【００２６】
　重ね型携帯電話機３０は、第１筐体３２と第２筐体３４が重ねられた状態から、連結部
３６を中心にして、第１筐体３２を時計回り方向（図１の矢印ａ方向）に１８０度回動す
ることにより、図３に示すように、第２筐体３４に設けられた主操作部１７が外側に見え
るような、重ね型携帯電話機３０を開いた状態にすることができる。
【００２７】
　また、図１に示すように、第１筐体３２を反時計回り方向（矢印ｂ方向）に１８０度回
動することによっても、図３に示すように、第２筐体３４に設けられた主操作部１７が外
側に見えるような開いた状態にすることができる。
【００２８】
　時計回り方向または反時計回り方向のいずれの方向であっても、表示面１２は主操作部
１７と略同じ方向を向いた状態で回動するため、開いた状態でももちろん表示面１２は外
側から見ることができる。
【００２９】
　なお、本発明では、図１及び図２に示すような状態を「重ねた状態」又は「閉状態」と
いい、図３及び図４に示すような状態を「開状態」ということとする。そして、「閉状態
」から「開状態」にすることを「開動作」といい、「開状態」から「閉状態」にすること
を「閉動作」ということとする。
【００３０】
　次に、主操作部１７、サイドキー４２及び３方向レバー４４等について説明する。重ね
型携帯電話機３０は、図３に示すように、第１筐体３２と第２筐体３４が開状態において
、第２筐体３４の主操作部１７の十字キー１８及びテンキー２０を操作することができる
。このとき誤動作を防止するために、開状態ではサイドキー４２及び３方向レバー４４を
用いて行われる操作は無効となるように制御される。
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【００３１】
　また、重ね型携帯電話機３０は、図４に示すように、その背面にカメラ４６、鏡４８、
及び録画用マイク５０を備えており、このうちのカメラ４６及び録画用マイク５０は、閉
状態又は開状態のいずれのときでも動作するようになっている。
【００３２】
　なお、閉状態で使用する３方向レバー４４は、図５に示すように、上方向（矢印ｃ方向
）及び下方向（矢印ｄ方向）に回動させることができ、さらにセンター方向（矢印ｅ方向
）に押し込むこともできるようになっている。
【００３３】
　そして、閉状態での待受け状態において、表示面１２に、図１８に示すような選択画面
２２等が表示されている場合に、３方向レバー４４を、図５中の矢印ｃ方向又は矢印ｄ方
向に回動させることにより項目を選択し、次いでセンター方向（矢印ｅ方向）に押し込む
ことにより選択した項目を決定し、その項目を起動させるようになっている。
【００３４】
　また、図１ないし図４に示すサイドキー４２は、第１筐体３２内に押し込む操作ができ
るようになっていて、３方向レバー４４によりセンター方向に操作された項目の決定は、
サイドキー４２の操作によりキャンセルして、一つ前の表示画面に戻すことができるよう
になっている。
【００３５】
　図６は、重ね型携帯電話機３０の回路を示すブロック図である。回転検出部６４は、図
７に示すように、第１筐体３２の状態により、閉状態と開状態、閉状態から時計回り方向
に９０°回動した状態（図７中、Ｂ１状態）、及び閉状態から反時計周り方向に９０°回
動した状態（図７中、Ｂ２状態）を検出して、ＣＰＵ部６２（制御手段）にその旨の信号
を出力するものである。このような回転検出部６４としては、ボリューム抵抗や機械的ス
イッチ、又はセンサー等を使用することができる。
【００３６】
　ＣＰＵ部６２は、回転検出部６４からの信号を受けて、重ね型携帯電話機３０が閉状態
にあるか、又は開状態にあるかについて、或は第１筐体３２の回転方向についての判断を
行う。
【００３７】
　例えば、重ね型携帯電話機３０が閉状態にあるときに、ユーザーが時計回りに開動作を
行った場合には、この動作により、回転検出部６４が第１筐体３２の状態を閉状態、Ｂ１
状態、開状態の順に検出して、その旨の信号をＣＰＵ部６２に出力するので、ＣＰＵ部６
２はこの信号に基づき、閉状態から時計回りに回動して開状態になったと判断することが
できる。
【００３８】
　また、ユーザーが反時計回りに開動作を行い、回転検出部６４が第１筐体３２の状態を
閉状態、Ｂ２状態、開状態の順に検出した場合には、その旨の信号が入力されたＣＰＵ部
６２は、閉状態から、反時計回りに回動して開状態になったと判断することができる。
【００３９】
　同様にして、重ね型携帯電話機３０が開状態にあるときに、ユーザーが時計回り又は反
時計回りに閉動作を行い、回転検出部６４が第１筐体３２の状態を開状態、Ｂ２状態、閉
状態の順に、または開状態、Ｂ１状態、閉状態の順に検出した場合には、ＣＰＵ部６２は
、開状態から、時計回り又は反時計回りに回動して閉状態になったことを判断することが
できる。
【００４０】
　また、ＣＰＵ部６２は、このような第１筐体３２の状態や回転方向の判断の他に、表示
部１１、主操作部１７、補助操作部としてのサイドキー４２及び３方向レバー４４、ＲＯ
Ｍ部６６、ＲＡＭ部６８、及びアンテナ部７２に接続された無線部７０等を制御して、各
種の機能を実行するようになっている。
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【００４１】
　また、ＲＯＭ部６６には、第１筐体３２の状態や回転方向についてのＣＰＵ部６２の判
断に基づいて起動されるアプリケーション（ソフト）、及びその他のアプリケーションが
保存されており、ＲＡＭ部６８には、第１筐体３２が閉状態にあるか開状態にあるかにつ
いての情報が保存されるようになっている。また、無線部７０とアンテナ部７２は、無線
基地局と無線で送受信するために用いられるものである。
【００４２】
　次に、重ね型携帯電話機３０の動作について説明する。図８ないし図１６は、重ね型携
帯電話機３０の動作により、表示面１２に表示される、各種の画面８０ないし１３２を用
いて各種の実施例について説明する図である。
【００４３】
　まず、図８に基づいて、閉状態において待受け画面８０が表示されている状態から、時
計回りに開動作をしてアドレス帳画面８２を表示させようとした場合、及び、反時計回り
に開動作をしてメニュー選択画面８４を表示させようとした場合の、重ね型携帯電話機３
０の第１の実施例について説明する。
【００４４】
　閉状態のときに重ね型携帯電話機３０が操作されないまま、一定時間以上が経過したよ
うな場合には、表示面１２には待受け画面８０が表示される。そして、待受け画面８０の
下段部分８０ａには、時計回りに開動作をすると表示部１２にアドレス帳画面８２が表示
され、反時計回りに開動作をするとメニュー選択画面８４が表示されることが分かるよう
に、その旨を示すガイドが表示されるようになっている。
【００４５】
　この状態から、ユーザーが時計回りに開動作をした場合には、これを回転検出部６４が
検出して、その信号をＣＰＵ部６２に出力する（図６参照）。ＣＰＵ部６２は、この信号
に基づいて閉状態から時計回りに回動されて開状態になったことを判断すると共に、この
ように閉状態において待受け画面８０が表示されているときに時計回りに回動されて開状
態になった場合に、起動されるように設定されているアプリケーションをＲＯＭ部６６か
ら読み出す。
【００４６】
　ＲＯＭ部６６には、時計回りに回動されて開状態となった場合にはアドレス帳のアプリ
ケーションが起動するものとして設定されているので、この設定に基づいてＣＰＵ部６２
はアドレス帳のアプリケーションを起動して、図８に示すように、表示面１２にはアドレ
ス帳画面８２を表示する。
【００４７】
　また、閉状態のときに、表示面１２に待受け画面８０が表示されている状態から、ユー
ザーが反時計回りに開動作させて開状態にした場合には、これを回転検出部６４が検出し
て、その信号をＣＰＵ部６２に出力する（図６参照）。ＣＰＵ部６２は、この信号に基づ
いて閉状態から反時計回りに回動されて開状態になったことを判断すると共に、このよう
に閉状態において待受け画面８０が表示されているときに反時計回りに回動されて開状態
になった場合に、起動されるように設定されているアプリケーションをＲＯＭ部６６から
読み出す。
【００４８】
　ＲＯＭ部６６には、反時計回りに回動されて開状態となった場合には、図８に示すよう
なメニュー選択画面８４が表示されるものとして設定されているので、この設定に基づい
てＣＰＵ部６２は、表示面１２にメニュー選択画面８４を表示する。
【００４９】
　また、図８に示した実施例とは別の第２の実施例として、図９に示すように、閉状態に
おいて待受け画面８６が表示されている状態から、反時計回りに開動作させて開状態にし
た場合には、メールのアプリケーションを起動させてＥメールのメニュー画面９０が表示
されるようになっていてもよい。
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【００５０】
　なお、このように起動するアプリケーションが異なるものである場合には、待受け画面
８６の下段部分８６ａのガイド表示を、図８における待受け画面８０の下段部分８０ａの
ガイド表示と異なるものにする必要があることはいうまでもない。
【００５１】
　次に、図１０に基づいて、閉状態において表示面１２に表示されるアドレス帳画面９２
の中から特定の人名を選択した後、時計回りに開動作をして自動発呼させようとした場合
、及び、反時計回りに開動作をしてメール作成画面９６を表示させようとした場合の、重
ね型携帯電話機３０の第３の実施例について説明する。
【００５２】
　閉状態において、ユーザーはサイドキー４２及び３方向レバー４４を操作して、表示面
１２にアドレス帳画面９２が表示されるよう操作する。このとき、アドレス帳画面９２の
下段部分９２ａには、特定の人名を選択した後に時計回りに開動作をした場合には、通話
のための自動発呼がされ、また反時計回りに開動作をした場合には、メール作成画面９６
が表示されることが分かるように、その旨を示すガイドが表示されるようになっている。
【００５３】
　この状態から、ユーザーが、「山田　太郎」という人名を選択して時計回りに開動作さ
せて開状態にした場合には、これを回転検出部６４が検出して、その信号をＣＰＵ部６２
に出力する（図６参照）。ＣＰＵ部６２は、この信号に基づいて閉状態から時計回りに回
動されて開状態になったことを判断すると共に、このように閉状態においてアドレス帳画
面９２が表示されているときに時計回りに回動されて開状態になった場合に、起動される
ように設定されているアプリケーションをＲＯＭ部６６から読み出す。
【００５４】
　ＲＯＭ部６６には、このような場合には、アドレス帳画面９２において選択した人に自
動的に発呼する、自動発呼のアプリケーションが起動するように設定されているので、こ
の設定に基づいてＣＰＵ部６２は、保存されている「山田　太郎」という人の電話番号を
読出し、無線部７０にダイヤラーにより自動発呼の動作をさせる。そして、表示面１２に
は発呼中待受け画面９４を表示する。
【００５５】
　また、閉状態のときにユーザーが、アドレス帳画面９２の「山田　太郎」を選択して反
時計回りに開動作をした場合には、回転検出部６４及びＣＰＵ部６２が、時計回りに開動
作させて開状態にしたときと同様の動作をすることにより、メールのアプリケーションが
起動して、表示面１２にはメール作成画面９６が表示される。そして、その宛先が自動的
に、アドレス帳画面９２において選択した「山田　太郎」となるようになっている。
【００５６】
　また、図１０に示した実施例とは別の第４の実施例として、図１１に示すように、閉状
態においてアドレス帳画面９２から特定の人名を選択した後、反時計回りに開動作をした
場合には、メールのアプリケーションのメール受信ボックス画面１０２が表示されて、こ
の中からアドレス帳画面９２で選択した人からの受信メールの見だし等が検索表示される
ようになっていてもよい。
【００５７】
　図８ないし図１１に示した実施例は、閉状態のときに第１筐体３２が第２筐体３４に対
して時計回り方向又は反時計回り方向に回動して開動作することにより、閉状態において
動作させているアプリケーションや画面から、それぞれが異なるアプリケーションや画面
を起動させる具体例を示したものである。重ね型携帯電話機３０は、これらのような具体
例に示したアプリケーションや画面に限らず、様々なものについて起動させることが可能
である。
【００５８】
　例えば図１２に示す第５の実施例は、表示部１２に、閉状態においてメール受信ボック
ス画面１０４を表示させている状態から、時計回り方向に開動作させて開状態にした場合
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には、自動発呼のアプリケーションを起動させて、受信メールの発信者に自動発呼すると
共に、発呼中待受け画面１０６を表示させるようにし、反時計回り方向に開動作させて開
状態にした場合には、メールのアプリケーションを起動させて、受信メールの発信者宛の
メール作成画面１０８を表示させるようにしたものである。
【００５９】
　また、図１２に示した実施例とは別の第６の実施例として、図１３に示すように、閉状
態においてメール受信ボックス画面１１０が表示されている状態から、反時計回りに開動
作させて開状態にした場合には、メディアプレーヤーのアプリケーションを起動させて、
受信メールに添付されていた音楽を再生すると共にメディアプレーヤー画面１１４が表示
されるようになっていてもよい。
【００６０】
　図１４に示す第７の実施例は、表示部１２に、閉状態において着信履歴画面１１６を表
示させている状態から、時計回り方向に開動作させて開状態にした場合には、自動発呼の
アプリケーションを起動させて、着信履歴に記録されている発信者に自動発呼すると共に
、発呼中待受け画面１０６を表示させるようにし、反時計回り方向に開動作させて開状態
にした場合には、メールのアプリケーションを起動させて、受信メールの発信者宛のメー
ル作成画面１０８を表示させるようにしたものである。
【００６１】
　図１５に示す第８の実施例は、表示部１２に、閉状態において画像再生画面１２２を表
示させている状態から、時計回り方向に開動作させて開状態にした場合には、コメント等
を付け足すような編集作業をすることができる画像エディタ画面１２４を表示させるよう
にし、反時計回り方向に開動作させて開状態にした場合には、メールのアプリケーション
を起動させて、画像の自動添付されたメールに関するメール作成画面１２６を表示させる
ようにしたものである。
【００６２】
　図１２ないし図１５に示したように、閉状態から第１筐体３２が時計回り方向又は反時
計回り方向に開動作させて開状態にすることにより、様々なアプリケーションや画面を起
動させることができることを、ユーザーに認識させるため、図１２ないし図１５における
メール受信ボックス画面１０４，メール受信ボックス画面１１０，着信履歴画面１１６，
画像再生画面１２２の下段部分１０４ａ，１１０ａ，１１６ａ，１２２ａには、開動作に
より起動するアプリケーションや画面に対応するガイドが表示されるようになっている。
【００６３】
　なお、図８ないし図１５においては、閉状態から開動作を行う場合の具体例について説
明したが、重ね型携帯電話機３０は、開状態から閉動作をした場合にも、ＲＯＭ６６に設
定されているアプリケーションを自動的に起動させることができる。
【００６４】
　例えば、図１６に示す第９の実施例のように、開状態においてメール作成画面１２８が
表示されている状態から、時計回りに閉動作させて閉状態にしてカメラ撮影画面１３０を
表示させ、また反時計回りに閉動作させて閉状態にして、ＧＰＳ（位置取得）画面１３２
を表示させることができる。
【００６５】
　この場合にも、メール作成画面１２８の下段部分１２８ａには、時計回りに閉動作をす
るとカメラ機能が起動し、また反時計回りに閉動作をするとＧＰＳ機能が起動することが
分かるように、ガイドが表示されるようになっていることはいうまでもない。
【００６６】
　また、図８ないし図１６に示される各種の画面８０ないし１３２は、閉状態から開状態
になるとき又は開状態から閉状態になるときに、表示面１２の画面の向きが上下逆になる
ので、そのようなときには１８０°反転して表示されるようになっていることはいうまで
もない。
【００６７】
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　また、各実施例において説明した、符号８０ないし１３２の各種の待受け画面、アドレ
ス帳画面、メニュー選択画面、Ｅメールメニュー画面、発呼中待受け画面、メール作成画
面、メール受信ボックス画面、メディアプレーヤー画面、着信履歴画面、画像再生画面、
画像エディタ画面、カメラ撮影画面及びＧＰＳ画面は、同等の画面であれば、このような
名称に制限されるものではなく、また、画面のデザインも図示したものに制限されるもの
ではない。
【００６８】
　また、上記実施の形態においては２つの筐体により構成されている重ね型携帯端末装置
について示したが、本発明は、重ね型携帯端末装置が３つ以上の筐体により構成されてい
る場合であっても、同様の技術的思想に基づいて適用することができることはいうまでも
ない。
【００６９】
　さらに、上記実施の形態においては携帯電話機について説明したが、本発明はＰＤＡ等
の他の種類の携帯端末装置にも、同様に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明の一実施の形態に係る重ね型携帯電話機３０の閉じた状態を示す正面図で
ある。
【図２】図１における重ね型携帯電話機３０の左側面図である。
【図３】図１における重ね型携帯電話機３０の開いた状態を示す正面図である。
【図４】図３における重ね型携帯電話機３０の背面図である。
【図５】図１における重ね型携帯電話機３０の３方向レバー４４を示す部分拡大図である
。
【図６】本発明の一実施の形態に係る重ね型携帯電話機３０の回路を示すブロック図であ
る。
【図７】重ね型携帯電話機３０の第２筐体３４に対する第１筐体３２の回動状態とその各
位置を示す図である。
【図８】第１の実施例における、閉状態のときに表示面１２に表示される待受け画面８０
、開状態のときに表示されるアドレス帳画面８２及びメニュー選択画面８４を示す図であ
る。
【図９】第２の実施例における、閉状態のときに表示面１２に表示される待受け画面８６
、開状態のときに表示されるアドレス帳画面８２及びＥメールメニュー画面９０を示す図
である。
【図１０】第３の実施例における、閉状態のときに表示面１２に表示されるアドレス帳画
面９２、開状態のときに表示される発呼中待受け画面９４及びメール作成画面９６を示す
図である。
【図１１】第４の実施例における、閉状態のときに表示面１２に表示されるアドレス帳画
面９２、開状態のときに表示される発呼中待受け画面９４及びメール受信ボックス画面１
０２を示す図である。
【図１２】第５の実施例における、閉状態のときに表示面１２に表示されるメール受信ボ
ックス画面１０４、開状態のときに表示される発呼中待受け画面１０６及びメール作成画
面１０８を示す図である。
【図１３】第６の実施例における、閉状態のときに表示面１２に表示されるメール受信ボ
ックス画面１１０、開状態のときに表示される発呼中待受け画面１０６及びメディアプレ
ーヤー画面１１４を示す図である。
【図１４】第７の実施例における、閉状態のときに表示面１２に表示される着信履歴画面
１１６、開状態のときに表示される発呼中待受け画面１０６及びメール作成画面１０８を
示す図である。
【図１５】第８の実施例における、閉状態のときに表示面１２に表示される画像再生画面
１２２、開状態のときに表示される画像エディタ画面１２４及びメール作成画面１２６を
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示す図である。
【図１６】第９の実施例における、開状態のときに表示面１２に表示されるメール作成画
面１２８、閉状態のときに表示されるカメラ撮影画面１３０及びＧＰＳ画面１３２を示す
図である。
【図１７】従来の折り畳み型携帯電話機２を示す斜視図である。
【図１８】表示面１２に表示される選択画面２２を示す図である。
【符号の説明】
【００７１】
　２　折り畳み型携帯電話機
　４，６　筐体　
　１０　内側面
　１１　表示部
　１２　表示面
　１３　スピーカー
　１４　内側面
　１５　マイク
　１６　操作部
　１７　主操作部
　１８　十字キー
　２０　テンキー
　３０　重ね型携帯電話機
　３２　第１筐体
　３４　第２筐体
　３６　連結部
　３８，４０　側面
　４２　サイドキー
　４４　３方向レバー
　４６　カメラ
　４８　鏡
　５０　録画用マイク
　６２　ＣＰＵ部
　６４　回転検出部
　６６　ＲＯＭ部
　６８　ＲＡＭ部
　７０　無線部
　７２　アンテナ部
　８０　待受け画面
　８０ａ　下段部分
　８２　アドレス帳画面
　８４　メニュー選択画面
　８６　待受け画面
　８６ａ　下段部分
　９０　Ｅメールメニュー画面
　９２　アドレス帳画面
　９２ａ　下段部分
　９４　発呼中待受け画面
　９６　メール作成画面
　１０２，１０４　メール受信ボックス画面
　１０４ａ　下段部分
　１０６　発呼中待受け画面
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　１０８　メール作成画面
　１１０　メール受信ボックス画面
　１１０ａ　下段部分
　１１４　メディアプレーヤー画面
　１１６　着信履歴画面
　１１６ａ　下段部分
　１２２　画像再生画面
　１２２ａ　下段部分
　１２４　画像エディタ画面
　１２６，１２８　メール作成画面
　１２８ａ　下段部分
　１３０　カメラ撮影画面
　１３２　ＧＰＳ（位置取得）画面
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